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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物半導体薄膜の表面に保護膜を有する積層構造体の評価方法であって、
　前記酸化物半導体薄膜のシート抵抗または比抵抗を非接触式方法によって測定すること
により、前記酸化物半導体薄膜と前記保護膜との界面準位に起因する欠陥を評価する場合
、
　前記積層構造体に励起光及びマイクロ波を照射し、前記励起光の照射により変化する前
記マイクロ波の前記酸化物半導体薄膜からの反射波の最大値を測定した後、前記励起光の
照射を停止し、前記励起光の照射停止後の前記マイクロ波の前記酸化物半導体薄膜からの
反射波の反射率の時間的な変化を測定する第１の工程と、
　前記反射率の時間的な変化から、励起光の照射停止後に見られる遅い減衰に対応するパ
ラメータを算出し、前記酸化物半導体薄膜のシート抵抗または比抵抗を評価する第２の工
程と、を含むことを特徴とする薄膜トランジスタ評価用の積層構造体の評価方法。
【請求項２】
　前記界面準位に起因する欠陥は、下記（１）～（３）のいずれかである請求項１に記載
の評価方法。
（１）薄膜トランジスタのしきい値電圧Ｖｔｈ、
（２）薄膜トランジスタに正バイアスを印加したとき、印加前後のしきい値電圧の差ΔＶ
ｔｈ、
（３）薄膜トランジスタのしきい値電圧を複数回測定したとき、１回目に測定したときの
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しきい値電圧と、複数回測定後のしきい値電圧との差
【請求項３】
　前記界面準位に起因する欠陥を、基板上に、酸化物半導体薄膜と、前記酸化物半導体薄
膜の表面に形成される保護膜を有し、前記保護膜の側部かつ前記酸化物半導体薄膜の側部
の一方に接する第１の電極および前記保護膜の側部かつ前記酸化物半導体薄膜の側部の他
方に接する第２の電極を有する積層構造体を用いて評価するものである請求項１または２
に記載の評価方法。
【請求項４】
　前記第２の工程が、前記反射率の変化から、励起光の照射停止後０．１～１０μｓに見
られる遅い減衰に対応するパラメータを算出し、前記酸化物半導体薄膜のシート抵抗また
は比抵抗を評価するものである請求項１～３のいずれかに記載の評価方法。
【請求項５】
　前記酸化物半導体薄膜が、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ、およびＳｎよりなる群から選択される少
なくとも１種以上の元素を含むものである請求項１～４のいずれかに記載の評価方法。
【請求項６】
　前記酸化物半導体薄膜が、ゲート絶縁膜の表面に成膜されているものである請求項１～
５のいずれかに記載の評価方法。
【請求項７】
　半導体製造工程のいずれかの工程に、請求項１～６のいずれかに記載の評価方法を適用
することを特徴とする酸化物半導体薄膜の品質管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどの表示装置に用いられる薄膜
トランジスタ（ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、ＴＦＴ）評価用の積層構造
体の評価方法および品質管理方法に関する。詳細には、酸化物半導体薄膜と、当該酸化物
半導体薄膜の表面に形成される保護膜との界面準位に起因する欠陥を、接触的または非接
触的に判定・評価する方法に関する。 
【背景技術】
【０００２】
　アモルファス（非晶質）酸化物半導体薄膜は、汎用のアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ
）に比べて高いキャリア移動度を有し、光学バンドギャップが大きく、低温で成膜できる
ため、大型・高解像度・高速駆動が要求される次世代ディスプレイや、耐熱性の低い樹脂
基板などへの適用が期待されている。
【０００３】
　酸化物半導体薄膜のなかでも特に、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（Ｚ
ｎ）、および酸素からなるアモルファス酸化物半導体薄膜（Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ、以下
「ＩＧＺＯ」と呼ぶ場合がある。）は、非常に高いキャリア移動度を有するため、好まし
く用いられている。例えば非特許文献１および２には、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１．１：１．
１：０．９（原子％比）の酸化物半導体薄膜をＴＦＴの半導体層（活性層）に用いたもの
が開示されている。また、特許文献１には、Ｉｎ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｇａなどの元素と、Ｍｏ
と、を含み、アモルファス酸化物中の全金属原子数に対するＭｏの原子組成比率が０．１
～５原子％のアモルファス酸化物が開示されており、実施例には、ＩＧＺＯにＭｏを添加
した活性層を用いたＴＦＴが開示されている。
【０００４】
　しかしながら、酸化物半導体薄膜は、成膜工程、およびその後の熱処理で生じる様々な
ばらつきに起因して特性が変化することが知られている。例えば、成膜工程で生じる格子
欠陥や膜中の水素に起因して、ＴＦＴ特性を支配するキャリア濃度が大きく変化し、ＴＦ
Ｔ特性にばらつきが生じやすい。そのため、表示装置などの製造工程においては、成膜し
た酸化物半導体薄膜の特性を評価し、その結果をフィードバックして製造条件を調整して
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膜質の品質管理を行うことが、生産性向上の観点からは重要となる。
【０００５】
　また、酸化物半導体を用いたＴＦＴでは、上述した酸化物半導体の成膜工程およびその
後の熱処理以外の工程で施されるプロセス条件によってＴＦＴ特性に大きな違いが生じる
ことが報告されている。例えば非特許文献３には、上記ＴＦＴに用いられるゲート絶縁膜
の種類によって、酸化物半導体薄膜をアニールした後の当該酸化物半導体の膜中の電子状
態が変化し、その結果、ＴＦＴの特性に大きな影響を及ぼすことが開示されている。また
、非特許文献４には、酸化物半導体薄膜の表面に形成される保護膜の種類によってＴＦＴ
特性が大きく影響されることが詳細に報告されている。
【０００６】
　ところで、酸化物半導体薄膜を用いたＴＦＴでは、トランジスタ特性として基本的な移
動度だけでなく、光照射や電圧印加などのストレスに対する耐性（ストレス耐性）に優れ
ていることも要求される。ストレス耐性とは、トランジスタ等の半導体素子に、例えば光
を照射し続けたり、ゲート電圧を印加し続けたりするなどのストレスを加えても、良好な
特性を有することを意味する。
【０００７】
　ストレス耐性の一つとして、ドレイン電流－ゲート電圧特性（ＩＶ特性）において、し
きい値電圧（Ｖｔｈ）がシフトしないこと；すなわち、ストレス印加前後のＶｔｈの変化
量（ΔＶｔｈ）が少ないことが挙げられる。例えば有機ＥＬディスプレイでは、有機ＥＬ
素子を発光させる間、駆動ＴＦＴのゲート電極に正電圧（正バイアス）が印加され続ける
ことになるため、Ｖｔｈが変化し、スイッチング特性が変化することが問題となっている
。
【０００８】
　上記の他、ストレス耐性として、初期繰り返し特性に優れることも必要である。初期繰
り返し特性とは、ＴＦＴを製造した後、ＩＶ特性を複数回測定したとき、最初の測定で得
られたＩＶ特性から算出されるＶｔｈと、複数回測定後に得られＩＶ特性から算出される
Ｖｔｈとの差を意味し、この差（Ｖｔｈのずれ）は小さい程良い。上述したＶｔｈのずれ
は測定後、数日経過すると元に戻るため、トランジスタの動作カーブを変化させ、想定ど
おりの表示をすることができなくなるためである。
【０００９】
　更にストレス耐性として、ＴＦＴのＶｔｈが適正な範囲内に抑えられていることも必要
である。これは、Ｖｔｈの値がマイナスの値をとると、ゲート電圧を印加していないとき
に電流が流れてしまうため、消費電力が増えること；一方、Ｖｔｈの正の値が大きすぎる
と、ＴＦＴの動作に大きな電圧が必要になるためである。
【００１０】
　このようにＴＦＴを使用する際、電圧印加によるストレスによりスイッチング特性が変
化すると、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどの表示装置自体の信頼性低下を
招くため、ストレス耐性の向上、特に正バイアス印加後におけるストレス耐性の向上が切
望されている。
【００１１】
　上記ストレス耐性の評価に関しては通常、酸化物半導体薄膜にゲート絶縁膜やパッシベ
ーション絶縁膜を形成して電極付けを行ってＴＦＴを作製した上で、長時間のストレス条
件下での測定を実際に行わなければならないという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００９－１６４３９３号公報
【特許文献２】特開２０１２－３３８５７号公報
【非特許文献】
【００１３】
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【非特許文献１】固体物理、ＶＯＬ４４、Ｐ６２１（２００９）
【非特許文献２】Ｎａｔｕｒｅ、ＶＯＬ４３２、Ｐ４８８（２００４）
【非特許文献３】Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｏｆ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃｅｓ　Ｖｏｌ．
１１２、１１４５１５（２０１２）
【非特許文献４】Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＤＷ、５８７（２０１１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、酸化物半導体薄膜と、当
該酸化物半導体薄膜の表面に形成される保護膜を有するＴＦＴにおいて、酸化物半導体薄
膜と保護膜との界面準位に起因する欠陥；具体的には、上記ＴＦＴに正バイアスのストレ
スを印加したときのストレス耐性（しきい値電圧のシフト量ΔＶｔｈ、初期繰り返し特性
、およびしきい値電圧の絶対値Ｖｔｈ）を、これらの特性を実際に測定することなく簡便
に評価（予測・推定）する方法、および酸化物半導体薄膜の品質管理方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決し得た本発明に係る薄膜トランジスタ評価用の積層構造体の評価方法は
、酸化物半導体薄膜の表面に保護膜を有する積層構造体の評価方法であって、前記酸化物
半導体薄膜のシート抵抗または比抵抗を非接触式方法によって測定することにより、前記
酸化物半導体薄膜と前記保護膜との界面準位に起因する欠陥を評価する場合、
　前記積層構造体に励起光及びマイクロ波を照射し、前記励起光の照射により変化する前
記マイクロ波の前記酸化物半導体薄膜からの反射波の最大値を測定した後、前記励起光の
照射を停止し、前記励起光の照射停止後の前記マイクロ波の前記酸化物半導体薄膜からの
反射波の反射率の時間的な変化を測定する第１の工程と、
　前記反射率の時間的な変化から、励起光の照射停止後に見られる遅い減衰に対応するパ
ラメータを算出し、前記酸化物半導体薄膜のシート抵抗または比抵抗を評価する第２の工
程と、を含むところに要旨を有する。 
【００１７】
　本発明の好ましい実施形態において、前記界面準位に起因する欠陥は、下記（１）～（
３）のいずれかである。
（１）薄膜トランジスタのしきい値電圧Ｖｔｈ、
（２）薄膜トランジスタに正バイアスを印加したとき、印加前後のしきい値電圧の差ΔＶ
ｔｈ、
（３）薄膜トランジスタのしきい値電圧を複数回測定したとき、１回目に測定したときの
しきい値電圧と、複数回測定後のしきい値電圧との差
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態において、前記界面準位に起因する欠陥を、基板上に、酸化
物半導体薄膜と、前記酸化物半導体薄膜の表面に形成される保護膜を有し、前記保護膜の
側部かつ前記酸化物半導体薄膜の側部の一方に接する第１の電極および前記保護膜の側部
かつ前記酸化物半導体薄膜の側部の他方に接する第２の電極を有する積層構造体を用いて
評価する。
【００２３】
　本発明の好ましい実施形態において、上記第２の工程は、前記反射率の変化から、励起
光の照射停止後０．１～１０μｓに見られる遅い減衰に対応するパラメータを算出し、前
記酸化物半導体薄膜のシート抵抗または比抵抗を評価するものである。
【００２４】
　本発明の好ましい実施形態において、上記酸化物半導体薄膜は、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ、お
よびＳｎよりなる群から選択される少なくとも１種以上の元素を含むものである。
【００２５】
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　本発明の好ましい実施形態において、上記酸化物半導体薄膜は、ゲート絶縁膜の表面に
成膜されているものである。
【００２７】
　また、上記課題を解決し得た本発明に係る酸化物半導体薄膜の品質管理方法は、半導体
製造工程のいずれかの工程に、上述した酸化物半導体薄膜の評価方法を適用するところに
要旨を有する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、酸化物半導体薄膜とその上に形成される保護膜との界面準位に起因す
る欠陥；代表的には、正バイアスのストレスを付与したときに生じるストレス耐性（しき
い値電圧のシフト量、初期繰り返し特性、およびしきい値電圧の絶対値）を実際に測定す
ることなく、上記酸化物半導体薄膜の電気抵抗率を直接または間接的に測定することによ
って、評価・予測・測定することができる。本発明の方法を用いれば、上記ストレス耐性
を、例えばＴＦＴを実際に製造することなく、ＴＦＴと同様の断面構造を有する積層構造
体を用いて簡便に評価・予測・測定することができる。
【００３４】
　本発明の評価方法を、半導体製造工程のいずれかの工程に適用することにより、ＴＦＴ
の製造プロセス途中での酸化物半導体薄膜の品質管理が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、マイクロ波減衰波形の一例を示す図である。
【図２】図２は、実施例１および２に用いた酸化物半導体ＴＦＴの構造を示す概略図であ
る。
【図３】図３は、本発明に係る評価素子の他の構成の一例を示す概略図である。
【図４】図４は、本発明に係る評価素子の他の構成の一例を示す概略図である。
【図５】図５は、本発明に係る評価素子の他の構成の一例を示す概略図である。
【図６】図６は、本発明に係る評価素子の他の構成の一例を示す概略図である。
【図７】図７は、本発明に用いられる評価装置の構成の一例を示す概略図である。
【図８】図８は、実施例１におけるΔＶｔｈと電気抵抗との関係を示すグラフである。
【図９】図９は、実施例１におけるΔＶｔｈと繰り返しスイープのしきい値シフト量との
関係を示すグラフである。
【図１０】図１０は、実施例１におけるΔＶｔｈと静特性におけるしきい値電圧の絶対値
との関係を示すグラフである。
【図１１】図１１は、実施例２におけるＩＶ特性の結果を示すグラフである。
【図１２】図１２は、実施例２におけるＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量比とΔＶｔｈとの関係を示
すグラフである。
【図１３】図１３（ａ）の上図は実施例２におけるストレス印加時間とΔＶｔｈの関係を
示すグラフであり、図１３（ｂ）の下図は実施例２におけるＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量比と、
傾きＢを構成するＡ値、ｎ値との関係を示すグラフであり、
【図１４】図１４は、実施例２におけるＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量比とシート抵抗との関係を
示すグラフである。
【図１５】図１５は、実施例２におけるＶｔｈと、傾きＢ値との関係を示すグラフである
。
【図１６】図１６は、本発明に用いられる評価装置の一例を示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明者らは上記目的を達成するため、鋭意検討を行った。その結果、基板上に、ゲー
ト絶縁膜、酸化物半導体薄膜、前記酸化物半導体薄膜の表面に形成される保護膜、および
ソース電極・ドレイン電極を有する薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）に正バイアスのストレス
を付与したときに生じるしきい値電圧のシフト量（ΔＶｈ）の増大は、酸化物半導体とそ
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の上部に形成される保護膜との界面に存在する界面準位の欠陥に起因して生じることを突
き止めた。
【００３８】
　更に上記界面準位の欠陥は酸化物半導体薄膜にバンドベンディングを引き起こし、その
結果、当該酸化物半導体薄膜膜の見かけの抵抗（電気抵抗率）が変化することを突き止め
た。すなわち、正バイアスの印加後に生じるΔＶｔｈの増大は、酸化物半導体の電気抵抗
率と良好な相関関係を有することが判明した。
【００３９】
　よって、正バイアスの印加後に生じるΔＶｔｈの大小を評価するに当たっては、実際に
ＴＦＴを製造して正バイアスを印加するストレス試験を実施してΔＶｔｈを測定しなくて
も、酸化物半導体の電気抵抗率を測定するだけで簡便に評価できることが分かった。また
、ΔＶｔｈは、初期繰り返し特性、およびしきい値電圧の絶対値と密接に相関するため、
結局のところ、酸化物半導体薄膜の電気抵抗率を測定すれば、正バイアス印加に伴うスト
レス耐性の指標となる下記（１）～（３）のすべてを評価できることが判明した。
（１）薄膜トランジスタのしきい値電圧Ｖｔｈ、
（２）薄膜トランジスタに正バイアスを印加したとき、印加前後のしきい値電圧の差ΔＶ
ｔｈ、
（３）薄膜トランジスタのしきい値電圧を複数回測定したとき、１回目に測定したときの
しきい値。
【００４０】
　更に本発明者らの検討結果によれば、上記電気抵抗率を測定するに当たっては、例えば
４端子法や４探針法などの公知の測定手段によって直接測定しても良いが、後述するμ－
ＰＣＤ法に基づき、非破壊的且つ非接触で測定できることも見出した。
【００４１】
　更に本発明者らの検討結果によれば、上記電気抵抗率を測定するに当たっては、実際に
ＴＦＴを製造して上記のいずれかの方法によって測定しても良いが、上記ＴＦＴの替わり
に、上記ＴＦＴと同様の断面構造を有する積層構造体；具体的には、基板上に、酸化物半
導体薄膜と、前記酸化物半導体薄膜の表面に形成される保護膜を有し、前記保護膜の両側
に接するように第１の電極および第２の電極を有する積層構造体における上記酸化物半導
体薄膜の電気抵抗率を、上記と同様にして測定しても初期の目的が達成されることを見出
し、本発明を完成した。
【００４２】
　例えば上記（１）に記載の、正バイアス印加時に生じるしきい値電圧のシフトは、前述
したように酸化物半導体薄膜と、当該酸化物半導体薄膜の表面を直接保護するための保護
膜（エッチストップ層、ＥＳＬ）の界面で起こるため、当該酸化物半導体薄膜の電気抵抗
率を測定すれば良い。具体的には、上記構成要件を有するＴＦＴを用いて電気抵抗率を測
定しても良い。上記ＴＦＴは、ＥＳＬのみを有していても良いし、ＥＳＬの上にＥＳＬ全
体を保護する保護膜を更に有していても良い。或いは、ＴＦＴの替わりに、ＴＦＴと類似
の断面構造を有する積層構造体を用いて電気抵抗率を測定しも良い。
【００４３】
　なお、二種以上の試料における、界面準位に起因する欠陥の優劣を評価する場合、バル
クの中身は同じであることが前提となるため、酸化物半導体薄膜が成膜されるまでの一連
の製造条件は同じ条件にする。例えば、ＴＦＴと類似の断面構造を有する積層構造体の場
合、基板上に酸化物半導体薄膜を成膜するときの製造条件は、膜の種類、熱処理工程を含
めて全て同じ条件にする。或いは、ＴＦＴを製造する場合、基板上にゲート電極、ゲート
電極、酸化物半導体薄膜を成膜するときの製造条件は、膜の種類、熱処理工程を含めて全
て同じ条件にする。
【００４４】
　まず、酸化物半導体薄膜の電気抵抗率を接触式方式によって直接、測定する場合につい
て説明する。
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【００４５】
　このように酸化物半導体薄膜の電気抵抗率を接触方式によって測定する場合、酸化物半
導体薄膜の上に形成された電極に電圧を印加して、その電流値を測定することが好ましい
。例えば、酸化物半導体薄膜の上にオーミック電極を形成して、その２点間の電気抵抗率
を測定するのが簡便である。具体的には、例えば１Ｖの電圧を印加し、電極間に流れる電
流値を測定すれば良い。
【００４６】
　上記方法において、酸化物半導体薄膜の上に形成された少なくとも一対の電極間に電流
を流して、上記電極とは異なる少なくとも一方の電極間の電圧を測定することが、より好
ましい。この方法は、あらかじめ４つの電極を作製して電気抵抗率を測定するものであり
、所謂４端子法と呼ばれるものである。４端子法では、あらかじめ２対のオーミック電極
を形成しておく。
【００４７】
　或いは、上記４端子法の替わりに、４探針法により電気抵抗率を測定しても良い。４探
針法によって電気抵抗率を測定する方法は、例えばＪＩＳ　Ｈ６０２などで標準化されて
おり、上記方法を参照することができる。４探針法の測定原理を要約すると以下のとおり
である。まず、測定したい半導体材料の上に４本の金属針（プローブ）を一直線上に並べ
て適当に加圧しながら接触させ、外側の２本の金属針に電流を流して内側の２本の金属針
間に電圧を発生させる。このときの電流と電圧からオームの法則により抵抗値を求める。
このようにして求めた抵抗値に、半導体ウェーハの厚さ、大きさ、ウェーハ内の測定する
場所、測定温度などによる補正を加えることで、上記半導体の測定領域における電気抵抗
率を求めるというものである。
【００４８】
　なお、４探針法で電気抵抗率を測定する場合、表面が保護膜などで覆われていると測定
できない。その場合は、針が酸化物半導体表面に接するところのみ保護膜を除去して、酸
化物半導体薄膜の表面と針を接触可能な状態にすれば、４探針法により電気抵抗率を測定
することができる。
【００４９】
　次に、酸化物半導体薄膜の電気抵抗率を非接触式方式によって間接的に測定する場合に
ついて説明する。
【００５０】
　酸化物半導体薄膜の電気抵抗率を非接触式方法によって測定する場合、上記ＴＦＴに励
起光及びマイクロ波を照射し、前記励起光の照射により変化する前記マイクロ波の前記酸
化物半導体薄膜からの反射波の最大値を測定した後、前記励起光の照射を停止し、前記励
起光の照射停止後の前記マイクロ波の前記酸化物半導体薄膜からの反射波の反射率の時間
的な変化を測定する第１の工程と、前記反射率の時間的な変化から、励起光の照射停止後
に見られる遅い減衰に対応するパラメータを算出し、前記酸化物半導体薄膜の電気抵抗率
を評価する第２の工程と、を含む。上記電気抵抗率として、シート抵抗（Ω・ｃｍ／□）
または比抵抗（Ω・ｃｍ）が挙げられる。比抵抗はシート抵抗に膜厚を掛けたものである
。
【００５１】
　すなわち、本発明は、前述した特許文献２に記載のマイクロ波光導電減衰法を利用した
ものである。具体的には、本発明は、前述した特許文献２の方法によって得られるマイク
ロ波の減衰のうち、励起光の照射停止後１μｓ程度に見られる遅いマイクロ波減衰波形（
マイクロ波減衰の程度）が、酸化物半導体薄膜の正バイアスのストレス印加試験（以下、
ＰＢＴＳと略記する場合がある。）後のストレス耐性などと密接な相関関係を有しており
、ストレス耐性を、非接触型で、正確且つ簡便に評価・予測・測定し得る指標として極め
て有用であることを見出したところに特徴がある。
【００５２】
　本明細書において、上記「励起光の照射停止後１μｓ程度に見られる遅い減衰に対応す
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るパラメータ」としては、例えば、マイクロ波反射強度が最大値の１／ｅ2となるまでの
時間；マイクロ波反射強度が最大値の１／ｅから最大値の１／ｅ2になるまでの反射波強
度の減衰曲線を対数変換した傾き、または当該傾きの逆数の絶対値；励起光の照射停止後
１μｓ～２μs程度の反射波強度の減衰曲線の傾き、または当該傾きの逆数の絶対値；励
起光の照射停止後１μｓ程度に見られるマイクロ波の反射波強度；マイクロ波の反射波の
減衰を２つの指数関数の和で表した場合、得られる対数変換した傾きのうちの長い方の値
、または当該傾きの逆数の絶対値；などが挙げられる。例えば後記する実施例２に記載の
式（１）のべき乗の関係式で表されるＢ値（傾き）が挙げられる。ここで、上記「マイク
ロ波の反射波の減衰を２つの指数関数の和で表した場合、得られる対数変換した傾き」と
は、例えば下式（１）に記載のτ1、下式（２）に記載のτ2を意味する。
【００５３】
【数１】

【００５４】
【数２】

【００５５】
　上記パラメータのうち、好ましいのは、ある範囲におけるマイクロ波反射波強度の減衰
曲線を対数変換した傾き、または当該傾きの逆数の絶対値である。特に好ましいパラメー
タは、最大値の１／ｅから最大値の１／ｅ2になるまでの反射波強度の減衰曲線を対数変
換した傾き、または当該傾きの逆数の絶対値、および１μｓ付近から２μｓ付近の反射波
強度の減衰曲線を対数変換した傾き、または当該傾きの逆数の絶対値である。
【００５６】
　ここで、上記パラメータ中の「１μｓ程度」とは、厳密に１μｓに限定する趣旨ではな
く、励起光照射停止後の反射率減衰が遅く（傾きが小さく）なってからのマイクロ波反射
率の範囲をも含む意味である。よって、上記時間を一義的に規定するのは困難であるが、
例えば、０．５μｓ～１μｓ、０．５μｓ～１．５μｓ、１μｓ～２μｓなどが代表とし
て挙げられる。
【００５７】
　上記「遅い減衰」について、図１を用いて、より詳細に説明する。図１は、マイクロ波
光導電減衰法における過剰のキャリア密度の変化の様子を示す図である。図１の縦軸は、
マイクロ波の反射率に対応する。酸化物半導体薄膜試料に励起光を照射すると、酸化物半
導体薄膜に吸収されて過剰キャリア（励起キャリア）が生成される。その際、過剰キャリ
ア密度が増加すると共に、その消失速度も増えるが、キャリア注入速度と消失速度が等し
くなったときに過剰キャリア密度は一定のピーク値となる。そして該過剰キャリアの生成
と消滅の速度が等しくなると飽和して一定の値を維持するようになる。その状態で励起光
の照射を停止すると、過剰キャリアの再結合、消滅により、過剰キャリアが減少し、最終
的には励起光照射前の値に戻ることが知られている。
【００５８】
　図１に示すようにマイクロ波の酸化物半導体薄膜からの反射波の反射率は、一旦最大値
を示すが、励起光の照射を停止すると同時に急速に減衰する。その後、ある一定の傾きを
持った減衰が見られるが、おおむね、この傾きが上述した「励起光の照射停止後に見られ
る遅い減衰に対応するパラメータ」に対応する。
【００５９】
　具体的には、上記傾きとして、例えば、上記範囲の時間と反射波強度（反射率）との傾
き、上記範囲の時間を対数変換した値に対する、反射波強度を対数変換した値の傾きなど
が挙げられる。後記する実施例２では、式（１）中のＢ値を用いた。なお、前述したよう
に、この傾きには、励起光照射停止後の反射率減衰が遅くなったときの傾きも含まれる。
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【００６０】
　以下、上記評価方法を詳しく説明する。繰り返し述べるように上記方法では、マイクロ
波光導電減衰法を利用するため、本発明に用いられる装置は、試料である酸化物半導体薄
膜に対して励起光及びマイクロ波を照射し、その励起光の照射により変化するマイクロ波
の試料からの反射波の強度を検出できることが必要である。このような装置として、例え
ば、後に詳述する図１６に示す装置や、上記特許文献２の図１に示すライフタイム測定装
置が挙げられる。上記特許文献２の装置の説明は、上記特許文献２に詳述しているので、
それを参照すればよい。但し、本発明に用いられる装置はこれに限定されない。
【００６１】
　まず、酸化物半導体薄膜が形成された試料を用意する。
【００６２】
　上記酸化物半導体薄膜として、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ、およびＳｎよりなる群から選択され
る少なくとも１種以上の元素を含む非晶質の酸化物半導体薄膜が好ましく用いられる。こ
れらの元素は単独で含有しても良く、二種以上を併用しても良い。具体的には例えば、Ｉ
ｎ酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ酸化物、Ｉｎ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ酸化物、Ｉｎ－Ｇａ
酸化物、Ｚｎ－Ｇａ酸化物、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ酸化物、Ｚｎ酸化物などが挙げられる。
【００６３】
　上記酸化物半導体薄膜の厚さは、例えば、数十ｎｍ～５００ｎｍ程度であることが好ま
しい。上記厚さの上限について、より好ましくは２００ｎｍ以下であり、更に好ましくは
１００ｎｍ以下である。また、上記厚さの下限について、より好ましくは１０ｎｍ以上で
あり、更に好ましくは３０ｎｍ以上である。
【００６４】
　本発明に用いられる上記試料は、基板の上に、上記酸化物半導体薄膜が形成されたもの
である。上記基板は、本発明の技術分野に通常用いられる各種基板を用いることができる
が、例えば、厚み０．７ｍｍ程度、大きさ（広さ）が第１世代～第１０世代と呼ばれる数
十ｃｍ2から数ｍ2を超える液晶表示装置用のガラス基板などを用いることができる。
【００６５】
　このような試料に対し、励起光およびマイクロ波を照射する。
【００６６】
　酸化物半導体薄膜試料に照射した励起光を照射すると、酸化物半導体薄膜に吸収されて
過剰キャリアが生成されるが、該過剰キャリアの生成と消滅の速度が等しくなると飽和し
て一定の値を維持するようになる。その状態で励起光の照射を停止すると、過剰キャリア
の再結合、消滅により、過剰キャリアが減少し、最終的には励起光照射前の値に戻る。
【００６７】
　本発明において、過剰キャリア密度の変化を解析することで酸化物半導体薄膜のキャリ
ア濃度を判定し得、ひいては、電気抵抗率、すなわちシート抵抗または比抵抗を評価する
ことができるのは、次のような理由に基づくものと思われる。
【００６８】
　酸化物半導体薄膜試料に照射されたマイクロ波は、酸化物半導体薄膜に存在するキャリ
アによるプラズマ振動により反射される。この反射率は、酸化物半導体薄膜中のキャリア
密度に依存する。しかし、定常状態の酸化物半導体薄膜においては、マイクロ波反射を実
用的に観測することができるレベルのキャリア数は存在しない。ところが、励起光を照射
すると、膜中に過剰キャリアが生成され、該過剰キャリアのプラズマ振動によりマイクロ
波の反射率が増加する。一方で、励起光の照射停止により、過剰キャリア数が減少するに
従ってマイクロ波の反射率も減少する。
【００６９】
　一般に、シリコン半導体などにおけるキャリアは、エネルギーバンド中において伝導帯
下部に存在する浅いドナーレベルに起因して発生する。この場合のエネルギー準位は、伝
導帯下、数十ｍｅＶ程度であり、室温付近ではほとんど活性化している。一方で、定常状
態における酸化物半導体薄膜中のキャリアは、同じく、エネルギーバンド中において伝導
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帯下部に存在する浅いドナーレベルに起因することが知られているが、酸化物半導体にお
いては、そのレベルは０．１～０．２ｅＶ程度であり、比較的深い。このため、励起光の
照射によって生成される過剰キャリアは、励起されたホールと電子が再結合する場合のほ
か、該ドナーレベルにいったん捕獲されて再放出する場合がある。この捕獲、および再放
出の割合は、エネルギーバンド中において伝導帯下部に存在する浅いドナーレベルの量に
依存する。したがって、励起光の照射によって生成された過剰キャリアについて、励起光
停止後に観測される消滅過程をトレースすることで、ドナーレベルの大小の影響を解析す
ることができる。なお、酸化物半導体薄膜の比抵抗は、電荷と自由電子と移動度の積で表
されるが、酸化物半導体薄膜の移動度は、当該酸化物半導体薄膜を構成する金属元素の組
成が同じであれば大きく変化しない。例えば、ＩＧＺＯの移動度は約１０ｃｍ２／ＶＳ程
度である。よって、マイクロ波光導電減衰法において観測されるマイクロ波の反射率の変
化、すなわち、過剰キャリア密度の変化は、キャリア濃度および電気抵抗率と、おおむね
、相関することになる。
【００７０】
　なお、酸化物半導体のようなアモルファスな半導体材料においては、例えば、アモルフ
ァスシリコン、ＩＧＺＯなどのように伝導帯～ドナーレベルの間に連続的な準位を有する
ものもある。このような場合、マイクロ波光導電減衰法において観測されるキャリアの消
滅過程は、各準位間での個々のキャリア遷移挙動を重ね合わせたものとして理解すること
ができる。その結果、減衰過程は、一つの準位間での遷移に比較してある程度長い時間範
囲に渡って観測されることになる。また、そのときの時間依存性は、時間に対して、べき
乗の関係を有する。
【００７１】
　したがって、前述した第１の工程の後、おおむね、０．１～１０μｓの範囲に渡る時間
範囲に見られる遅い減衰に対応するパラメータを算出することによって、酸化物半導体薄
膜のキャリア密度を判定することができる。その結果、シート抵抗、比抵抗などの電気抵
抗率を評価することができる。
【００７２】
　以上、本発明に係る酸化物半導体薄膜の電気抵抗率をμ－ＰＣＤ法によって非接触式方
式で測定する方法について詳述した。
【００７３】
　本発明には、上記の評価方法によって、酸化物半導体薄膜と保護膜との界面準位に起因
する欠陥を評価する方法を、半導体製造工程のいずれかの工程に適用して酸化物半導体薄
膜の品質管理を行う方法も含まれる。このように上記の評価方法を、酸化物半導体薄膜と
保護膜との界面準位に影響を与える製造工程のいずれかの工程に適用することによって、
酸化物半導体薄膜の電気抵抗率、すなわち、シート抵抗や比抵抗を評価した結果をフィー
ドバックし、製造条件を調整するなどして膜質の管理を行うことができるため、酸化物半
導体の品質管理を適切に行うことができる。
【００７４】
　ここで上記保護膜（以下、「パッシベーション絶縁膜」ということがある）には、酸化
物半導体薄膜の表面を直接保護するための保護膜（以下、「エッチストップ層」または「
ＥＳＬ」ということがある）、および当該保護膜の表面を更に保護するための保護膜（以
下、「最終保護膜」ということがある）の両方が含まれる。
【００７５】
　本発明では、得られた酸化物半導体薄膜の上に保護膜（ＥＳＬのような酸化物半導体薄
膜の表面を保護する保護膜のほか、ＥＳＬを更に保護するための最終保護膜も含む）を形
成する場合；或いは、その後に熱処理（以下、「ポストアニール」ということがある）す
る場合などに、本発明の評価方法を適用することができる。
【００７６】
　本発明の評価方法を用いれば、酸化物半導体薄膜の材料開発段階において、酸化物半導
体薄膜のストレス耐性を簡易に短時間で、且つ低コストで評価することができる。また本
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発明の評価方法を用いれば、液晶表示装置などの製造ラインにおいて、酸化物半導体薄膜
の電気的特性をインラインで短時間に評価することができ、更にμ－ＰＣＤ法によれば非
接触型で行うことができるため、歩留まりの向上など、生産性を向上することができ、酸
化物半導体の品質管理を適切に行うことができる。
【００７７】
　本発明には、上記のいずれかに記載の評価方法に用いられる評価素子も含まれる。上記
評価素子は、基板の上に酸化物半導体薄膜と、当該酸化物半導体薄膜の上に保護膜を有す
るものである。
【００７８】
　具体的には、例えば、下記（ａ）または（ｂ）の評価素子が挙げれる。
（ａ）基板の表面に酸化物半導体薄膜が直接形成され、当該酸化物半導体薄膜の表面に、
例えば図５に記載のエッチストップ層や図４に記載の最終保護膜などの保護膜が形成され
た評価素子
（ｂ）ゲート絶縁膜の表面に酸化物半導体薄膜が直接形成され、当該酸化物半導体薄膜の
表面に、例えば図５に記載のエッチストップ層や図４に記載の最終保護膜などの保護膜が
形成された評価素子。
【００７９】
　本発明の評価素子は、上記（ａ）または上記（ｂ）に記載のように、基板またはゲート
絶縁膜の表面に直接、酸化物半導体薄膜が形成されていることが重要である。すなわち、
酸化物半導体薄膜の直下に例えばゲート電極などの金属電極は存在しない。酸化物半導体
薄膜の直下にゲート電極などが存在すると、ゲート電極の自由キャリアである電子が１０
18ｃｍ-3以上と多いため、前記マイクロ波の反射率に対し、該ゲート電極の影響が優性に
なるからである。
【００８０】
　本発明に係る評価素子の構成の一例を、図３～６に示す。図３～６に示すように、酸化
物半導体薄膜の直下に金属電極は設置されていない。
【００８１】
　図３は、ガラス基板などの基板上にゲート絶縁膜、パターニングされた酸化物半導体層
、およびパターニングされた保護膜であるエッチストップ層をこの順序で形成したもので
ある。
【００８２】
　図４は、ガラス基板などの基板上にゲート絶縁膜、パターニングされた酸化物半導体層
、パターニングされた保護膜であるエッチストップ層、最終保護膜をこの順序で形成たも
のである。
【００８３】
　図５は、ガラス基板などの基板上にゲート絶縁膜、酸化物半導体層、および保護膜であ
るエッチストップ層をこの順序で形成したものである。
【００８４】
　図６は、ガラス基板などの基板上に酸化物半導体層、および保護膜であるエッチストッ
プ層をこの順序で形成したものである。
【００８５】
　更に本発明には、上記のいずれかに記載の評価素子が基板上に複数配置された評価装置
も含まれる。
【００８６】
　図７は、上記評価装置の構成の一例を示す概略図である。図７に示すように、量産ライ
ンで用いられるガラス基板に、複数の評価素子が規則的に配列して設置されている。この
ような評価装置を用いることにより、酸化物半導体薄膜の品質管理、具体的には基板面内
分布、すなわち面内における電気抵抗率のばらつきや、基板間分布、すなわち基板間にお
ける電気抵抗率のばらつきを測定することができる。
【００８７】
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　以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明の評価
装置は以下の構成に限定されず、適宜変更を加えることも可能である。
【００８８】
　図１６は、上記酸化物半導体薄膜の評価方法に用いる装置の構成の一例を示す概略図で
ある。図１６に示す評価装置は、基板２０ａに酸化物半導体薄膜２０ｂが形成された試料
２０の測定部位に対して励起光を照射して酸化物半導体薄膜中に電子－正孔対を生成する
励起光照射手段１、該試料２０の測定部位に対してマイクロ波を照射するマイクロ波照射
手段３、励起光の照射により変化するマイクロ波の試料２０からの反射マイクロ波の強度
を検出する反射マイクロ波強度検出手段７、前記反射マイクロ波強度検出手段の検出デー
タに基づいて試料２０の電気抵抗率を評価する手段を備えており、該構成により同一の装
置で反射率の変化と電気抵抗率を測定・評価できる。
【００８９】
　励起光照射手段１は、試料２０に照射する励起光を出力する光源を有するものであり、
励起光の照射により酸化物半導体薄膜中に電子－正孔対を生成させるものである。好まし
くは酸化物半導体薄膜のバンドキャップ以上のエネルギーを出力する光源を有するもので
ある。酸化物半導体薄膜のバンドキャップ以上のエネルギーを出力することで効率的にキ
ャリアを発生させ、高感度で測定できるため好ましい。励起光照射手段１としては、例え
ば光源に紫外線レーザを用いればよい。具体的には波長３４９ｎｍ、パワー１μＪ／ｐｕ
ｌｓｅ、パルス幅１５ｎｓ程度、ビーム径１．５ｍｍ程度のパルス状の紫外光、例えばＹ
ＬＦレーザ第三高調波等を励起光として出射するパルスレーザなどの半導体レーザ等であ
る。
【００９０】
　また、励起光照射手段１は評価手段９から伝送（図中、破線）されてくるタイミング信
号の入力をトリガとして励起光（パルス光）を出力する。なお、タイミング信号は、同時
に信号処理装置８に対しても伝送される。また励起光照射手段１から出力される励起光は
出力調整用パワーモニター１６ａと出力調整手段１６ｂによって出力を調整することがで
きる。
【００９１】
　励起光照射手段１から出力された励起光は、ミラーなどの光路変更手段（以下、ミラー
ということがある）１２で反射されると共に、図示しない集光レンズなどの集光手段（以
下、集光レンズということがある）によって集光され、第１導波管６ａに設けられた微小
開口６ｃを通過し、その第１導波管６ａの試料２０に近接する端部（開口部６ｄ）を通じ
て、試料２０の例えば、直径５～１０μｍ程度の測定部位に対して照射される。このよう
に、ミラー１２及び集光レンズが、励起光照射手段１から出力された励起光を集光して試
料２０の測定部位へ導く。これにより、試料２０における測定部位である微小な励起光照
射領域２１において、励起キャリアが発生する。
【００９２】
　マイクロ波照射手段３は、試料２０の測定部位に照射するマイクロ波を出力するマイク
ロ波照射手段である。このマイクロ波照射手段３は、例えば、周波数２６ＧＨｚのガンダ
イオード等のマイクロ波発振器が挙げられる。
【００９３】
　方向性結合器４は、マイクロ波照射手段３から出力されたマイクロ波を２分岐するもの
である。分岐後の一方の出力波（以下、第１マイクロ波Ｏｐ１という）はマジックＴ（５
）側へ伝送され、他方の出力波（以下、第２マイクロ波Ｏｐ２という）は相位調整器４ａ
、反射マイクロ波強度検出手段７のＬＯ入力端へ伝送される。この方向性結合器４は、例
えば、１０ｄＢカプラ等が採用される。
【００９４】
　マジックＴ（５）は、第１マイクロ波Ｏｐ１を２分岐すると共に、２分岐された第１マ
イクロ波各々の試料２０に対する反射波各々の差信号Ｒｔ１（以下、反射波差信号という
ことがある）及び和信号を出力するものである。
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【００９５】
　マジックＴ（５）により２分岐されたマイクロ波Ｏｐ１の一方（以下、以下、「第１主
マイクロ波Ｏｐ１１」ということがある）は、そのマジックＴ（５）に接続された第１導
波管６ａにより、試料２０の測定部位（励起部を含む部分）に導かれてその先端の開口部
６ｄから放射される。これにより、第１主マイクロ波Ｏｐ１１が試料２０の測定部位に照
射される。さらに第１導波管６ａは、前記第１主マイクロ波Ｏｐ１１を放射するアンテナ
（以下、「導波管アンテナ」ということがある）としての機能に加え、測定部位に照射さ
れた第１主マイクロ波Ｏｐ１１の反射波をその先端の開口部６ｄで捕捉し、マジックＴ（
５）まで折り返し導く機能も果たす。
【００９６】
　一方、マジックＴ（５）により２分岐された第１マイクロ波Ｏｐ１の他方（以下、第１
副マイクロ波Ｏｐ１２という）は、マジックＴ（５）に接続された第２導波管６ｂにより
、試料２０ａの測定部位の近傍（励起光による励起部を含まない部分）に導かれてその先
端の開口部６ｅから放射される。これにより、第１副マイクロ波Ｏｐ１２が、試料２０ａ
の測定部位の近傍に照射される。さらに第２導波管６ｂは、第１副マイクロ波Ｏｐ１２を
放射する導波管アンテナとしての機能に加え、測定部位の近傍に照射された第１副マイク
ロ波Ｏｐ１２の反射波をその先端の開口部６ｅで捕捉し、マジックＴ（５）まで折り返し
導く機能も果たす。ここで、第１導波管６ａがマイクロ波を導く経路長と、第２導波管６
ｂがマイクロ波を導く経路長とは等しい。
【００９７】
　また第１導波管６ａ及び第２導波管６ｂによりマジックＴ（５）に導かれた２つの反射
波、すなわち、２分岐後の第１マイクロ波Ｏｐ１１，Ｏｐ１２各々が試料２０に反射した
ものの差信号、すなわち反射波差信号Ｒｔ１が、そのマジックＴ（５）により出力され、
反射マイクロ波強度検出手段７のＲＦ入力端に伝送される。
【００９８】
　反射マイクロ波強度検出手段７は、第２マイクロ波Ｏｐ２及び反射波差信号Ｒｔ１を混
合することによって検波信号Ｓｇ１を出力する。この検波信号Ｓｇ１は、反射波差信号Ｒ
ｔ１の強度、例えば試料２０に照射された第１マイクロ波Ｏｐ１の反射波の強度の一例を
表す信号であり、信号処理装置８に取り込まれる。反射波差信号Ｒｔ１は、基板保持部に
よって所定位置に保持された試料２０に対する励起光の照射によってその強度が変化する
。このように反射マイクロ波強度検出手段７は、反射波差信号Ｒｔ１の強度を検出するも
のであり、この反射マイクロ波強度検出手段７としてはミキサーや、マイクロ波を入力し
てその強度に応じた電気信号、すなわち電流や電圧を出力するマイクロ波検出器（以下、
「検波器」ということがある）が設けられてもよい。
【００９９】
　反射マイクロ波強度検出手段７により検出される反射波差信号Ｒｔ１の強度は、試料２
０の測定部位に対する励起光の照射により変化する。具体的には、反射波差信号Ｒｔ１の
強度は、励起光（パルス光）の照射によって一時的に強くなった後に減衰する。また測定
部位に不純物や欠陥等が多いほど反射波差信号Ｒｔ１の強度のピーク値は小さくなり、そ
の減衰時間、すなわちキャリア寿命も短くなる。
【０１００】
　ここで励起光（パルス光）の照射により変化する反射波差信号Ｒｔ１の強度について、
そのピーク値が生じてから励起光照射停止後に見られる遅い減衰に対応するパラメータが
、試料２０の電気抵抗率を評価する指標となる。
【０１０１】
　信号処理装置８は、反射マイクロ波強度検出手段７により検出される反射波差信号Ｒｔ
１の強度の変化のピーク値Ｓｐを検出し、その検出結果を評価手段９に伝送する装置であ
る。より具体的には信号処理装置８は、評価手段９からのタイミング信号の入力をトリガ
として反射波差信号Ｒｔ１の変化を所定時間監視し、その間に得られる反射波差信号Ｒｔ
１のレベルの最高値を反射波差信号Ｒｔ１の強度の変化のピーク値Ｓｐとして検出する。
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ここで信号処理装置８は、反射波差信号Ｒｔ１に対して遅延処理を施す遅延回路を備え、
遅延処理後の信号に対して所定のサンプリング周波数で信号強度を順次検出し、その検出
値の変化から反射波差信号Ｒｔ１の強度の変化のピーク値Ｓｐを検出する。
【０１０２】
　評価手段９としては、ＣＰＵ、記憶部、入出力信号のインターフェース等を備えたコン
ピューターを用いることができ、ＣＰＵが所定のプログラムを実行することによって各種
の処理を実行する。
【０１０３】
　例えば、評価手段９は、励起光照射手段１及び信号処理装置８に対して励起光の出力タ
イミングを表すタイミング信号を出力すると共に、信号処理装置８によって検出される反
射波差信号Ｒｔ１のピーク値Ｓｐを取り込んで当該評価手段９が備える記憶部に記録する
。記録された反射波差信号Ｒｔ１（検出データ）は、試料２０の電気抵抗率の評価に用い
られる。
【０１０４】
　またステージコントローラ１０は、評価手段９からの指令に従ってＸ－Ｙステージ１１
を制御することにより、試料２０における測定部位の位置決め制御を行う。
【０１０５】
　Ｘ－Ｙステージ１１の上側には図示しない試料台が設けられている。試料台は、アルミ
ニウム、ステンレス或いは鉄等の金属又はその他の導体からなる板状の導体部材である。
その上側に図示しない基板保持部が設けられ、さらにその基板保持部の上に試料２０が載
置される。これにより試料台は、試料２０に対して前記第１マイクロ波Ｏｐ１１、Ｏｐ１
２が照射される側と反対側、すなわち、試料２０の下側に配置される。
【０１０６】
　基板保持部は、試料台に対してその上側に固定された固形の誘電体である。基板保持部
は基板と試料台との間に挿入される固形の誘電体であり、その材質は、例えばガラスやセ
ラミック等の比較的屈折率の大きな誘電体である。これにより基板保持部を媒質とするマ
イクロ波の波長が短くなり、基板保持部としてより厚みの薄い軽量なものを採用できる。
【０１０７】
　以上、本発明の電気抵抗率を評価するための構成によれば、励起光照射手段１から照射
された励起光によって酸化物半導体薄膜中に光励起キャリアが生成されると共に、マイク
ロ波照射手段３から照射されたマイクロ波の電界で光励起キャリアが運動し、その運動状
態は、半導体中の不純物、欠陥等の存在によって影響を受ける。このため、反射マイクロ
波強度検出手段７で、試料からの反射マイクロ波の強度を検出し、評価手段９で既に説明
したように過剰キャリア濃度の変化を解析することで、酸化物半導体薄膜のキャリア濃度
を判定し、電気抵抗率を評価することができる。この際、評価手段９が、Ｘ－Ｙテーブル
１１などから成るステージの位置を制御することで、所定の範囲の電気抵抗率を判定する
マッピング測定も可能である。
【０１０８】
　更に本発明の上記評価装置に、電気抵抗測定手段を備えることで、上記電気抵抗率の評
価だけでなく、酸化物半導体薄膜の電気的特性をインラインで短時間に評価する装置を提
供することができる。上記電気抵抗率の評価では、いわゆる遅い減衰に基づいて電気抵抗
率を評価するものであるが、本発明者らの研究の結果、遅い減衰は酸化物半導体薄膜の膜
中欠陥に起因することがわかっており、膜中欠陥の多少によって、上記マイクロ波光導電
減衰法に基づいて測定・評価する電気抵抗率も変化する。
【０１０９】
　また酸化物半導体薄膜の電気抵抗率は同一面内であっても汚染や不純物などに起因して
異なる場合があり、測定箇所によって値にバラツキがある。そのため、酸化物半導体薄膜
のより適切な品質管理を行うためには、酸化物半導体薄膜の膜中欠陥を評価するためのマ
イクロ波光導電測定箇所と膜表面欠陥を評価するための電気抵抗率測定箇所が略同一であ
ることが重要となる。
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【０１１０】
　そこで、上記評価装置に電気抵抗測定手段を備ければ、Ｘ－Ｙステージを適宜動かすだ
けで、簡便、かつ正確に略同一箇所を測定することが可能となる。そのため、電気抵抗測
定手段を設けた上記評価装置を液晶表示装置などの製造ラインに用いれば、生産性が大き
く向上すると共に、酸化物半導体薄膜のより適切な品質管理を行うことができる。
【０１１１】
　図１６に基づいて電気抵抗測定手段を設けた装置構成について説明する。図１６は、上
記説明したマイクロ波光導電減衰法に基づいて反射率の変化と電気抵抗率を測定・評価す
る装置に、電気抵抗測定手段３０を備えた装置である。電気抵抗測定手段３０は、必ずし
も設置されなくても良い。具体的な設置箇所は限定されないが、上記したようにＸ－Ｙス
テージ１１を動かすことによって、酸化物半導体薄膜のマイクロ波光導電測定箇所と略同
一箇所において電気抵抗測定手段３０によって電気抵抗率を測定できるように設置するこ
とが望ましい。電気抵抗測定手段３０は、好ましくは電気抵抗率測定ヘッド３１と、電気
抵抗率測定ヘッド３１の昇降手段３２を有する。電気抵抗測定手段３０によって試料２０
の電気抵抗率を測定できる。
【０１１２】
　電気抵抗率測定ヘッド３１は、直線上に針状の４本の電極を配したヘッドであり、ＪＩ
Ｓ　Ｋ７１９４に準拠した四探針法による抵抗測定を行うことができる。
【０１１３】
　また電気抵抗率測定ヘッド３１の昇降手段３２は、試料２０の電気抵抗率を測定する際
に所望の位置まで電気抵抗率測定ヘッドを降下させる昇降機構である。電気抵抗率を測定
する手段としては各種公知の電気抵抗率測定装置を用いることができる。例えばＪＡＮＤ
ＥＬ製プローブヘッドなどの電気抵抗測定装置が同様に評価可能である。
【０１１４】
　本発明の方法によれば、上記積層構造体を有する試料間の電気抵抗率の優劣を簡易に評
価することができる。例えば電気抵抗率は後記する実施例に示すように、保護膜形成時に
おける混合ガス中のシランの流量比を変化することによって変えることができるため、保
護膜形成条件を最適化するなどして、所望とする電気抵抗率を得ることも可能である。そ
の際、重要なことは、酸化物半導体薄膜の電気抵抗率は、酸化物半導体そのものの性質が
変わると変化するという点である。そのため、本発明の方法によって試料間の電気抵抗率
の優劣を評価したり、保護膜の最適な形成条件を決定するに当たっては、前提条件として
、同じ条件で成膜され、同じ熱処理を施された、実質的に同じ状態を有する酸化物半導体
薄膜を複数用意することが必要である。これにより、実際の電気抵抗率の変化が保護膜の
形成に起因することが明確になるため、上記優劣などを正確に判定することが可能となる
。
【０１１５】
　本発明の評価方法を用いれば、酸化物半導体薄膜トランジスタの製造工程の最適化の過
程で、酸化物半導体薄膜のストレス耐性を簡易に短時間で、且つ低コストで評価すること
ができる。また本発明の評価方法を用いれば、液晶表示装置などの製造ラインにおいて、
酸化物半導体薄膜の電気的特性をインラインで短時間に評価することができ、更に非接触
型で行うことができるため、歩留まりの向上など、生産性を向上することができ、酸化物
半導体の品質管理を適切に行うことができる。
【０１１６】
　更に本発明には、上記のいずれかに記載の評価素子が基板上に複数配置された評価装置
も含まれる。
【０１１７】
　量産ラインで用いられるガラス基板に、複数の評価素子が規則的に配列して設置されて
いる。このような評価装置を用いることにより、酸化物半導体薄膜の品質管理［基板面内
分布（面内におけるＶｔｈのばらつき）、基板間分布（基板間におけるＶｔｈのばらつき
）を測定することができる。
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【実施例】
【０１１８】
　以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明は下記実施例によって
制限されず、前・後記の趣旨に適合し得る範囲で変更を加えて実施することも可能であり
、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含される。
【０１１９】
　（実施例１）
　本実施例では、正バイアス印加後のストレスに起因する特性を、酸化物半導体薄膜の電
気抵抗率を直接測定することによって評価した。
【０１２０】
　具体的には、下記（１）のようにして電気抵抗率測定用の積層構造体試料を作製すると
共に、下記（２）のようにしてＴＦＴ特性測定用のＴＦＴを作製した。上記（１）の積層
構造体試料は、基板の上にゲート絶縁膜、酸化物半導体薄膜、および保護膜が形成されて
いる点で下記（２）のＴＦＴと同一の断面構造を有している。
【０１２１】
　（１）電気抵抗率測定用試料の作製
　まず、ガラス基板（コーニング社製ＥＡＧＬＥ２０００、直径１００ｍｍ×厚さ０．７
ｍｍ）上にゲート絶縁膜ＳｉＯ2（２００ｎｍ）を成膜した。ゲート絶縁膜はプラズマＣ
ＶＤ法を用い、キャリアガス：ＳｉＨ4とＮ2Ｏの混合ガス（Ｎ2Ｏ＝１００ｓｃｃｍ、Ｓ
ｉＨ4＝４ｓｃｃｍ、Ｎ2＝３６ｓｃｃｍ)、成膜パワー：３００Ｗ、成膜温度：３２０℃
にて成膜した。
【０１２２】
　次に、酸化物半導体薄膜をスパッタリング法によって成膜した。酸化物薄膜としては、
ＩＧＺＯ［Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ（組成比、原子比）＝１：１：１］を用いた。スパッタリン
グに使用した装置は（株）アルバック製「ＣＳ－２００」であり、スパッタリング条件は
以下のとおりである。
基板温度：室温
ガス圧：１ｍＴｏｒｒ
酸素分圧（体積比）：Ｏ2／（Ａｒ＋Ｏ2）＝４％
膜厚：４０ｎｍ
【０１２３】
　上記のようにして酸化物半導体薄膜を成膜した後、フォトリソグラフィおよびウェット
エッチングによりパターニングを行った。ウェットエッチャント液としては、関東化学製
「ＩＴＯ－０７Ｎ」を使用した。
【０１２４】
　このようにして酸化物半導体薄膜をパターニングした後、膜質を向上させるため、プレ
アニール処理を行った。プレアニールは、１００％酸素雰囲気、大気圧下にて、３５０℃
で６０分間行なった。
【０１２５】
　次に、オーミック電極を作製した。具体的には純Ｍｏを使用し、ＤＣスパッタリング法
により成膜（膜厚は１００ｎｍ）した後、パターニングを行った。
【０１２６】
　次いで、酸化物半導体薄膜を保護するための保護膜（ＥＳＬ）を形成した。保護膜の形
成は、プラズマＣＶＤ法によりＳｉＯ2を１００ｎｍ形成した。成膜に用いたガスはＳｉ
Ｈ4／Ｎ2Ｏの混合ガスであり、その流量（単位はｓｃｃｍ／ｓｃｃｍ）を２／５０、４／
１００、６／１５０、８／２００、１０／２５０の範囲で種々変化させた。成膜時の温度
は２３０℃であった。
【０１２７】
　最後に、外部雰囲気を遮断するための保護膜として、ＳｉＯ2（膜厚２００ｎｍ）とＳ
ｉＮ（膜厚２００ｎｍ）の積層膜（合計膜厚４００ｎｍ）を用いた。上記ＳｉＯ2および
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ＳｉＮの形成は、サムコ製「ＰＤ－２２０ＮＬ」を用い、プラズマＣＶＤ法を用いて行な
った。ＳｉＯ2膜の形成には、Ｎ2ＯおよびＳｉＨ4の混合ガスを用い、ＳｉＮ膜の形成に
はＳｉＨ4、Ｎ2、ＮＨ3の混合ガスを用いた。いずれの場合も成膜パワーを１００Ｗ、成
膜温度を１５０℃とした。
【０１２８】
　次に、フォトリソグラフィ、およびドライエッチングにより、保護膜に電気抵抗を測定
するための接続用のコンタクトホールを形成して電気抵抗率測定用試料を得た。
【０１２９】
　上記試料について、電極間に電圧を印加して、そのシート抵抗を測定した。具体的には
、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製「４１５６Ｃ」の半導体パラメータア
ナライザーを使用して、電流電圧特性を測定した。
【０１３０】
　（２）ＴＦＴ測定用試料の作製
　まず、ガラス基板（コーニング社製ＥＡＧＬＥ２０００、直径１００ｍｍ×厚さ０．７
ｍｍ）上に、ゲート電極としてＭｏ薄膜を１００ｎｍ形成した。ゲート電極は、純Ｍｏの
スパッタリングターゲットを使用してＤＣスパッタ法により形成した。スパッタリング条
件は、基板温度：室温、ガス圧：２ｍＴｏｒｒである。
【０１３１】
　このようにして得られたゲート電極の上に上記（１）と同様にしてゲート絶縁膜ＳｉＯ

2（２００ｎｍ）、酸化物半導体薄膜（４０ｎｍ）を順次成膜してパターニングし、プレ
アニールを行った後、上記（１）に記載のオーミック電極を形成する替わりに、ソース電
極・ドレイン電極としてＭｏ薄膜を形成した。純Ｍｏ膜の成膜方法およびパターニング方
法は、前述したゲート電極の場合と同じであり、ＴＦＴのチャネル長を１０μｍ、チャネ
ル幅を２００μｍとした。
【０１３２】
　このようにしてソース・ドレイン電極を形成した後、上記（１）と同様にして酸化物半
導体薄膜を保護するための保護膜を形成し、コンタクトホールを形成してＴＦＴ測定用試
料を得た。
【０１３３】
　このようにして得られた各ＴＦＴについて、以下のようにしてＴＦＴ特性を調べた。詳
細には、（ア）トランジスタ特性［ドレイン電流（Ｉｄ）－ゲート電圧（Ｖｇ）特性］、
その中で具体的には、（ｉ）しきい値電圧の絶対値、および（ｉｉ）繰り返し初期特性を
調べた。また、（イ）正バイアスを印加したストレス印加試験（ＰＢＴＳ試験）を行った
ときのしきい値電圧（Ｖｔｈ）の変化（ΔＶｔｈ）を調査した。
【０１３４】
　（ア）トランジスタ特性の測定
　トランジスタ特性の測定はＮａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製「４１５６
Ｃ」の半導体パラメータアナライザーを使用した。詳細な測定条件は以下のとおりである
。
ソース電圧：０．１Ｖ
ドレイン電圧：１０Ｖ
ゲート電圧：－３０～３０Ｖ（測定間隔：０．２５Ｖ）
【０１３５】
　この結果から、静特性における（ｉ）しきい値電圧の絶対値を測定した。また、（ｉｉ
）初期繰り返し特性の評価として、トランジスタ特性［ドレイン電流（Ｉｄ）－ゲート電
圧（Ｖｇ）特性］評価試験を３回行い、１回目のときのしきい値電圧の絶対値と、３回目
のときのしきい値電圧の絶対値の差（繰り返しスイープのしきい値シフト量）を算出した
。
【０１３６】
　（イ）ストレス耐性としてΔＶｔｈの評価（ストレスとして正バイアスを印加）
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　本実施例では、実際のパネル駆動時の環境（ストレス）を模擬して、ゲート電極に正バ
イアスをかけながらストレス印加試験を行った。ストレス印加条件は以下のとおりである
。
ゲート電圧：＋２０Ｖ
基板温度：６０℃
ストレス印加時間：２時間
【０１３７】
　ここで、しきい値電圧とは、おおまかにいえば、トランジスタがオフ状態（ドレイン電
流（Ｉｄ）の低い状態）からオン状態（ドレイン電流の高い状態）に移行する際のゲート
電圧（Ｖｇ）の値である。本実施例では、ドレイン電流が、オン電流とオフ電流の間の１
ｎＡ付近であるときの電圧をしきい値（Ｖｔｈ）電圧と定義し、ストレス印加前後のしき
い値電圧の変化量（シフト量、ΔＶｔｈ）を測定した。ΔＶｔｈが小さいほど、ストレス
耐性に優れている。
【０１３８】
　図８に、ＰＢＴＳのΔＶｔｈ（縦軸）と電極間の電気抵抗（横軸）のとの関係を示す。
上記図より、ΔＶｔｈと電気抵抗率の挙動はほぼ一致していることが分かる。
【０１３９】
　また、繰り返しスイープのしきい値シフト量（縦軸）と、上記（イ）の方法によって測
定したΔＶｔｈ（横軸）との関係を図９に示す。更に、静特性におけるしきい値電圧の絶
対値（縦軸）と、ΔＶｔｈ（横軸）との関係を図１０に示す。これらの図より、ΔＶｔｈ
と、静特性におけるしきい値電圧の絶対値、および繰り返しスイープのしきい値シフト量
とはいずれも、良好な相関関係を有することがわかる。
【０１４０】
　上記図８～図１０の結果より、本発明による電気抵抗率に基づく評価方法を用いれば、
正バイアス印加のストレスに起因する上記（イ）～（エ）の項目を、間接的に精度良く評
価できることが可能であることが実証された。
【０１４１】
　（実施例２）
　本実施例では、正バイアス印加後のストレスに起因する特性を、酸化物半導体薄膜の電
気抵抗率をμ－ＰＣＤ法によって間接的に測定することによって評価した。
【０１４２】
　具体的には、上記実施例１で作製したＴＦＴを用いて種々の特性を評価した。この結果
を表１に示す。ここで、ＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量（ｓｃｃｍ／ｓｃｃｍ）を２／５０、４／
１００、６／１５０、８／２００、１０／２５０の範囲で変化させてＥＳＬを成膜して得
られた各ＴＦＴ１～５について、２時間経過後のΔＶｔｈは以下のとおりである。
ＴＦＴ－１：５Ｖ
ＴＦＴ－２：５．２５Ｖ
ＴＦＴ－３：４．５Ｖ
ＴＦＴ－４：１．７５Ｖ
ＴＦＴ－５：－０．２５Ｖ。
【０１４３】
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【表１】

【０１４４】
　更に上記ＴＦＴを用いて、マイクロ波光導電減衰法における「励起光の照射後に見られ
る遅い減衰に対応するパラメータ」の測定を行った。具体的には、前述した特許文献２の
図１に示すような構成を有する装置、具体的にはコベルコ科研社製：ＬＴＡ－１８２０Ｓ
Ｐ）を用いて、以下の条件でマイクロ波光導電減衰法を実施し、反射率の変化を測定した
。
【０１４５】
　レーザ波長：３４９ｎｍの紫外光
　パルス幅：１５ｎｓ
　パルスエネルギー：１μＪ／ｐｕｌｓｅ
　ビーム径：１．５ｍｍφ
　１測定におけるパルス数＝６４ショット
　装置：コベルコ科研社製ＬＴＡ－１８２０ＳＰ
【０１４６】
　マイクロ波光導電減衰法より得られる反射率－測定時間との関係に基づいて算出される
パラメータ、すなわち本発明で規定する「遅い減衰に対応するパラメータ」を算出するた
め、本実施例では、反射率と測定時間との関係を下式（１）で表したときの「Ｂ」値（傾
き）を算出した。ここでは、測定時間ｘ＝０．３～１．０μｓとし、上記測定時間の範囲
での傾き（－Ｂ）を算出した。
【０１４７】

【数３】

【０１４８】
　図１１に、各ＴＦＴ１～５のＩＶ特性を示す。上記図より、ＴＦＴの動作は、ＳｉＨ4

／Ｎ2Ｏの流量比によって変化することが分かる。
【０１４９】
　図１２は、ＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量比とΔＶｔｈの関係を示すグラフである。上記図より
、ＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量を増やすと、ＰＢＴＳ試験におけるΔＶｔｈが小さくなることが
分かる。
【０１５０】
　図１３の上図は、各ＴＦＴにおける、ストレス印加時間ごとのΔＶｔｈの値をプロット
した両対数グラフである。上記図より、これらは良好な直線性を示し、ストレス印加時間
に対してべき乗（ｐｏｗｅｒ－ｌａｗ）で記述される関係を持つことが分かった。
【０１５１】
　この結果から、しきい値の時間変化をＡ×ｔnの関係でフィッティングし、それぞれの
パラメータを、ＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量に対してプロットした。
【０１５２】
　この結果を図１３の下図に示す。上記図より、イニシャル値を決める上記Ａは、ＳｉＨ

4の流量が増加すると共に減少するのに対し、上記ｎの値は０．２５（ＳｉＨ4の流量≒２



(20) JP 6283273 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

ｓｃｃｍ／Ｎ2Ｏ）から０．５（ＳｉＨ4の流量≒６ｓｃｃｍ／Ｎ2Ｏ）に変化した。この
ようにｎが０．２５付近を取る挙動は、斉藤らにより、酸化物半導体薄膜（本実施例では
ＩＧＺＯ）と保護膜（本実施例ではＥＳＬ）との界面に存在する水素が上記界面の結合か
らはずれ、界面から拡散して遠ざかることにより、上記界面のトラップ準位が形成するこ
とが指摘されている（論文名：Ｓ．Ｎａｋａｎｏ，Ｎ．Ｓａｉｔｏ，Ｋ．Ｍｉｕｒａ，Ｔ
．Ｓａｋａｎｏ，Ｔ．Ｕｅｄａ，Ｋ．Ｓｕｇｉ，Ｈ．Ｙａｍａｇｕｃｈｉ，Ｉ．Ａｍｅｍ
ｉｙａ，Ｍ．Ｈｉｒａｍａｔｓｕ，Ａ．Ｉｓｈｉｄａ，Ｋ．Ｋａｎｏｍａｒｕ，ａｎｄ　
Ｍ．Ｓａｗａｄａ，ＩＤＷ’１１，１２７１（２０１１））。よって、上記図の結果は、
ＥＳＬとＩＧＺＯとの界面準位は、ＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量比を大きくすることで減少する
ことを示している。
【０１５３】
　図１４に、シート抵抗とＳｉＨ4／Ｎ2Ｏの流量との関係を示す。上記図より、シート抵
抗はＳｉＨ4の流量が増加するに従って減少することが分かる。前述した図１５の結果も
含めて考慮すると、ΔＶｔｈとシート抵抗は相関することが分かる。ＭＯＳダイオードを
用いて行った容量－電圧（ＣＶ）測定の結果（この結果は図示せず）からは、それぞれの
サンプルでドナー密度が１×１０18ｃｍ-3程度あることがわかっており、また、膜厚の厚
いＩＧＺＯのホール効果測定結果から、同一条件のａ－ＩＧＺＯ膜の比抵抗は２．７Ωｃ
ｍと見積もられており、その結果から予想される値より、上記シート抵抗は大きい。従っ
て、上記シート抵抗の急激な増加は、界面準位の増加によるバンドベンディングに起因す
ることが強く示唆された。
【０１５４】
　なお、繰り返しスイープ特性や静特性におけるしきい値電圧は、前述した図９および図
１０に示すように、ＰＢＴＳにおけるΔＶｔｈと良好な相関関係を有することが分かった
。この結果は、上述した繰り返しスイープ特性や静特性におけるしきい値電圧も、上記Δ
Ｖｔｈと同様、ＥＳＬとＩＧＺＯとの界面の界面準位に起因していることを強く示唆して
いる。上記界面準位の増加の原因は詳細には不明であるが、ＥＳＬ成膜における成膜時間
が大きく異なることを考慮すると、ＥＳＬ成膜中のプラズマダメージが界面準位形成の原
因であると推察される。
【０１５５】
　図１５に、上記実施例１の方法によって得られたΔＶｔｈ（縦軸）と、上記マイクロ波
光導電減衰法より得られる上記「Ｂ」値（横軸）の関係を示す。上記図より、ΔＶｔｈと
上記Ｂ値とはＵ字曲線を示し、相関していることが分かる。詳細にはΔＶｔｈがＵ字型曲
線の頂点（ΔＶｔｈ≒３．５Ｖ）以下の場合、ΔＶｔｈが小さくなるにつれ、上記Ｂ値（
絶対値）も大きくなることが判明した。また、上記図より、上記Ｂ値（絶対値）は、保護
膜形成時のシラン量の比率などの影響を受けることが分かる。
【０１５６】
　前述した図１２、図１４、および図１５の結果より、上記Ｂ値は、シート抵抗およびΔ
Ｖｔｈの指標として有用であるため、結果的に、上記Ｂ値を用いれば酸化物半導体薄膜の
シート抵抗を評価できることが分かる。
【０１５７】
　更に本発明者らの基礎実験によれば、上記Ｂ値（絶対値）が最大になるとき、ΔＶｔｈ
が最小になり、良好なＴＦＴ特性を有することを知見している。よって、上記Ｂ値が最大
値を有するように、保護膜成膜時の形成条件を適切に調整すれば、良好なＴＦＴ特性が発
揮されることが期待される。
【符号の説明】
【０１５８】
　１　励起光照射手段
　３　マイクロ波照射手段
　４　方向性結合器
　４ａ　相位調整器
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　５　マジックＴ
　６ａ　第１導波管
　６ｂ　第２導波管
　６ｄ、６ｅ　開口部
　７　反射マイクロ波強度検出手段
　８　信号処理装置
　９　評価手段
　１０　ステージコントローラ
　１１　Ｘ－Ｙステージ
　１２　光路変更手段
　１６ａ　出力調整用パワーモニター
　１６ｂ　出力調整手段
　２０　試料
　２０ａ　基板
　２０ｂ　酸化物半導体薄膜
　２１　励起光照射領域
　３０　電気抵抗率測定手段
　３１　電気抵抗率測定ヘッド
　３２　昇降手段
　３３　測定値送信ライン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１５】

【図１６】
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